
 

 

 

佐倉市では、市内の空家の活用を促進するため、地域交流の活性化、地域コ

ミュニティの再生等の地域の課題を継続的に解決することを目的に、空家を活

用する地域貢献活動団体に対して、空家の取得費、家賃、改修費などの費用の

一部を補助します。 

※ 補助事業は 市が企画を募集し採択された事業が対象となります。 

 

対 象 者 

（地域貢献活動

団体） 

市内で地域貢献活動を行う団体であって、自治会、町内会、区等の

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項に規

定する地縁による団体として市に届出をしているもの又は次のいず

れにも該当するものをいう。 

ア 団体の運営及び代表者の選考方法に関する規程が定められて

いること。 

 イ 団体の財産がその構成員の財産とは別に管理されているこ

と。 

 ウ 団体の活動が営利、政治、宗教、若しくは特定のものの利害

を図ること又はこれに類するものでないこと。 

 エ 具体的かつ継続的な活動の計画が策定されていること。 

 オ その他市長が必要と認める事項 

対象となる 

経費 

空家等の取得に係る費用、家賃、及び改修費のうち、市長が適当と

認めるもの。 

交付の条件 
地域貢献活動団体等の構成員に対し空家等の活用により得られた収

益を分配し、又は財産を還元しないこと。 

企画の応募申請

に必要なもの 

（１）企画の応募申請書 

（２）地域貢献活動団体等の概要書 

（３）空家等の概要書 

（４）収支計画書 

（５）空家等の所有者の同意確認書 

（６）地域貢献活用提案用紙 

（７）建物・物件の現況が分かる書類 

（８）初期整備の内容が分かる書類（改修工事を行う場合。） 

（９）工事内容が分かる図面及び見積書（改修工事を行う場合） 

補助金額 補助金の対象となる経費の２分の１以内（上限額 ２００万円） 

募集件数 １件（２００万円）  ※予定 

募 集 期 間 令和３年４月１５日（水） ～７月３０日（金）  

お問い合わせ：住宅課 住生活推進班  ☎０４３－４８４－６１６８（直通） 

佐倉市空家等の地域貢献活用支援事業 


